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タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和元年９月６日付

け警察庁丙組組企発第１６６号、 警察庁警備局長から令和元年９月６日付け警

察庁丙備企発第１４４号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせ

します。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和元年９月６日付け外務

省告示第１３８号により、 国家公安委員会委員長が令和元年９月６日付け国家

公安委員会告示第３３号によりタリバーン関係者等のリストの改正 （別表） を

行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２

２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出義務を
徹底されたいというものです。

　

Ｉ Ｓ工Ｌ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。


